
23/3/14    11/1

特例省令
改正特例省令
+電離則第7条

50mSv/年かつ100mSv/5年
電離則第4条

(通常被ばく限度)

原子炉冷却、放射性物質放出抑制設備の

機能の維持のための作業従事者

原子炉冷却、放射性物質放出抑制

設備のトラブル対応作業従事者

11/1

より後に

緊急作業
に従事
する者

緊急作業期間中

100mSv
(電離則第7条 (緊急被ばく限度))

緊急作業期間中

250mSv(改正特例省令)

緊急作業

期間中

250mSv
(特例省令)

緊急作業期間中

250mSv
(改正特例省令の経過措置)

緊急作業期間中

100mSv(電離則7条 )

H24.4.30ま でに限り、緊急作業期間中

250mSv
(特例省令の廃止省令の経過措置)
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